
玉川町の校区内（鴨部小・九和小）にある保育所の園児数

うち、玉川町内在住園児数園児数保育所

16名31名日の出保育所

22名29名九和保育所

R7.11.1現在

（参考）校区外就学許可事項 ※「校区外就学取扱要綱」から抜粋

家庭環境に関する理由

児童の保護者の勤務上（職業上）あるいは病気療養等により、当該児童の保護にかける場合 （許可対象
は小学生のみとする）

1

住居に関する理由

小学校、中学校の新一年生で概ね７月までに転居することが確定しており、転居先の学校へ入学を希望
している場合

2

学期の最終月に転居することにより指定校が変更になり、保護者から前籍校に就学させたい旨の申請が
あった場合

3

最終学年（小学校6年生、中学校3年生）の児童・生徒が転居した場合4

建築中の住宅等が学期途中に完成する見込みのあるもので、完成後（購入後）転居することが確定して
おり、転居予定先の学校へ就学を希望する場合

5

住宅新築等のため一時的に仮移転する場合6

住宅の新築等に関し、資金借入先の指示、あるいは賃貸住宅入居条件等により入居前に住所異動する場
合

7

公共事業により校区外へ転居せざるを得ない場合（自己の都合を除く。）8

公共事業により一時立ち退きする場合9

災害のため一時的に仮移転する場合10

区域堺を跨ぐ（隣接する）土地に新築等をしたため、指定校が変更になる場合11

身体的な理由

身体虚弱または通院治療を要する場合等で、通院通学に便利な学校に通学する場合12

特別支援学級に入級させることが妥当と認められる児童・生徒であって、指定の学校に特別支援学級
がない場合

13

教育的配慮を必要とする場合

いじめ、不登校など生徒指導上特に教育的配慮が必要な場合14

両親の死亡、離婚、失踪、犯罪等何らかの理由により家庭環境が急変したため、児童生徒に精神的に著
しい影響があり不安定と認められる場合

15

サラリーマン金融からの逃避等、何らかの事情により住民登録が行われていない場合16

入学時から再三転校を繰り返しており、これが起因し不登校等を起こすおそれがある。17

その他

運動会、修学旅行等の重要な学校行事を目前に控えている場合18

その他教育委員会が特に必要と認めた場合19

上記1～19の許可基準により、校区外就学が許可された兄弟姉妹がいる場合20

校区外就学取扱要綱の校区外就学許可事項１９を根拠とするもの

住所により定められた指定校中学校に児童が希望する運動部がなく、隣接校の運動部に入るため校区外就
学を希望する場合

資料２


